
虎ノ門ニュース(2020年12月15日 DHCテレビ)
“絶対不変の憲法”はあり得ない

12月15日に放送された虎ノ門ニュースで作家の百田尚樹氏が『絶対不変の憲法
はあり得ない』と訴えた。
番組では弁護士の北村晴男氏が「抑止力をもたないと身を守れないのは明確。一

番重要なのは“攻撃したら致命的な反撃をする用意”があると示すこと。相手は銃を
持ってるが日本は盾で戦えという馬鹿げた議論は終わりにすべき」と憲法の問題点
を述べると、百田氏は「憲法は生活様式・科学技術・国際状況等の変化で改正して
くものであり“絶対不変の憲法”はあり得ないので、世界各国は戦後何回も改憲して
るが日本は70年も変わらず…」と70年以上も憲法改正がされてない日本の現状を
嘆いた。
また百田氏は「東日本大震災時に憲法に緊急事態要綱がないが故に道を防ぐ車を

退かせず救助が遅れてしまった。数年後にそれは法整備されたが、そもそも緊急事
態法が1つあれば要綱があれば速やかに対応できる」と現憲法に緊急事態条項がな
いことの問題点を述べつつも、「野党は『緊急事態で総理権限が大きくなれば独裁
できる』と言って反対してる」と野党に苦言。これに対し北村氏は「緊急事態対処
する必要性を考えてない野党はノータリン。日本がいきなり北朝鮮になると言って
るとの同じ」と野党に呆れ果てていた
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コロナ禍にも関わらず尖閣沖接続水域への侵入は過去最多の319日・1118隻
王毅外相の『尖閣は中国の主権。偽装漁船の侵入をやめさせろ』との発言からも中国が尖閣支配の勢いを強めてるのは明らか。
尖閣は日本の領土であると示すためにも早期の環境調査・選挙公約だった公務員常駐化を進めるべき
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